
　１．はじめに

　１９９７年１２月の京都会議（ＣＯＰ３）において、２００８

年から２０１２年までの期間にわが国のＣＯ２排出量を

１９９０年に比べて６％削減することが決められた。し

かし、筆者らのトレンド予測１）によれば、運輸部門

においては２０１０年までに９０年比で約４０％の増加が予

測されている。運輸部門の排出は、先進諸国、途上

国を問わずほぼ共通して、産業部門や民生部門に比

べて、より増加率が高い。そのため、京都会議前か

らＯＥＣＤのＥＳＴ（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ 

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ）プロジェクト２，３）をはじめとして、ＥＵ

や各国・州ごとに多くの根本的な総合交通環境政策

プロジェクトが推進されている。これに比べて、わ

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．３ 平成１３年６月（　）６

林　良�

特集　● 交通と環境

自動車交通関連税制のグリーン化
―欧米日における歴史的背景、理論的検討と効果推計―

林  良� ＊

　この論文は、自動車交通関連税制のグリーン化について、その理論的根拠および政治的

背景に基づき、欧州、アメリカ、日本の取り組みの流れとその意義について論じたもので

ある。自動車交通のグリーン化は、ドイツと日本が燃料および車両に関する税制等の経済

的措置によって自動車排気ガス削減を目指したのに対し、イギリスは、道路建設の抑制や

ロードプライシング、および駐車場課金など、道路交通量の削減を目的として行ってきた。

また、カリフォルニア州は、自動車の排出ガスについて、マスキー法提案以来一定基準に

満たない自動車の販売を規制することを目指し、最近ではゼロエミッション車販売義務を

課した。この義務づけは、日本をはじめとする自動車メーカーの低排出ガス適合エンジン

の開発を促進する強力な要因となった。また、自動車税グリーン化と炭素税の効果を比較

する上で、効果推計モデルを構築し、これを用いた分析を通じて、両政策の適切な組み合

わせが多大な効果を生むことを明らかにした。
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が国の動きは速いとは言えなかったが、運輸政策審

議会では１９９６年度からの検討４）に基づいて、１９９９年

度に燃費に比例して保有税額を変える自動車税のグ

リーン化が提案され５）、２０００年には東京都の局地

的な大気汚染物質排出とも併せたディーゼル車の乗

り入れ規制や低燃費車への自動車税の優遇が発表さ

れた。政府税制調査会による運輸省案の不採用、東

京都案に対する産業界等からの批判が相次いだ。し

かし、これらが契機となって、２０００年１２月の与党３

党の税制改正大綱による自動車税のグリーン化措置

を経て、２００１年４月１日より自動車税のグリーン化

が実施されるという経緯で、運輸部門に起因する環

境影響対策は、提案から実施の段階に入ってきた。

　本稿では、自動車交通関連税制のグリーン化につ

いて、まず、その理論的根拠に基づいて位置付け、

各国の取り組みの歴史と背景を概観する。次に、わ

が国における諸税制提案とその批判論議について、

その論拠を整理する。そして最後に、経済行動を組

み込んだモデルを用いて自動車交通関連税グリーン

化のＣＯ２排出削減効果シミュレーションを試み、そ

の結果を用いてこれら議論の解釈を行う。

　２．自動車交通関連税制のグリーン化の

　　　理論的根拠と位置付け

　２－１　自動車交通関連諸税のグリーン化とは何

か？

　自動車交通関連諸税は、取得段階、保有段階、利

用段階の税に分けられる。自動車税のグリーン化と

は、狭義には、わが国の「自動車税」や「軽自動車

税」のような保有段階の税について、従来エンジン

の容量に応じて税率が定められていたものを、ＣＯ２
など環境影響物質の排出量に応じて税率を設定する

ことにより、排出率の低い自動車を消費者等が選択

し、結果として排出削減を達成しようとする方策を

指す。自動車交通関連税のグリーン化という場合に

は、取得税など取得段階、ガソリン税など利用段階

も含めた、広く自動車交通からの排出削減のための

税率設定を指す。

　自動車交通のもたらす環境負荷を軽減するための

施策を、筆者はａ）技術的施策、ｂ）制度的施策、ｃ）

啓発的施策に、大別して捉えている６）（Fig.1）。自

動車交通関連諸税のグリーン化は、制度的施策のう

ちの、経済的施策に相当する。また、社会経済生活

システムの中に、環境負荷を軽減する経済的インセ

ンティブを組み込むことにより、人々の生活スタイ

ルを変化させる啓発的施策を兼ね備えた施策の一つ

としても位置付けられる。

　２－２　自動車交通関連諸税のグリーン化提案と

反対意見の根拠の理論的検討

　わが国におけるグリーン化提案には、以下のよう

なものが挙げられる。

Ａ）運輸政策審議会（１９９９）：自動車税のグリーン化

Ｂ）東京都（２０００）：自動車税の燃費優良車種への優遇

措置

Ｃ）与党３党（２０００）：税制改正大綱によるグリーン化

税制

　運輸政策審議会では、１９９７年１２月の京都会議に先

立ち、１９９６年度に地球環境小委員会（中村英夫委員

長）を設置して運輸部門における温暖化防止策の検

討に入った。筆者は自動車１台あたり毎年１，０００～

３，０００円（ＵＳ＄１０～３０）の交通環境賦課金を徴収し

てこれを原資に基金をつくり、歳入の３分の１ずつ

を自動車エンジン等の技術開発補助金、鉄軌道等公

共交通補助金、途上国交通環境対策プロジェクト等

への援助に使う試案などの提案を提出した４）。そ

の後、低燃費自動車促進小委員会（佐和隆光委員長）

に引き継がれ、検討を税に絞り、１９９９年５月には燃

費に比例して自動車税額を変える自動車税のグリー

ン化が提案された５）。これに対して、２０００年春の

政府税制調査会は、交通市場のみに賦課する制度は、

経済市場全体に歪みを生じるものであり、検討が未

熟であるとして、これの採用を見送り、一般環境税

が望ましいとの見解を示した。また２０００年には、東

京都の局地的な大気汚染物質排出とも併せたディー

ゼル車の乗り入れ規制や低公害車への自動車税の優

遇が発表された。さらに、与党３党の税制改正大綱

によるグリーン化税制の提案がなされた。これらの

案には、産業界などからの批判も出ているが、その

批判には以下のような理論的問題点が含まれている

と思われる。

�市場の歪みとはいったい何か？　自動車産業や石

油産業など一部の産業にコストをかけることによ

Ｊｕｎｅ，２００１ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．３ （　）７
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Fig.1　運輸部門における施策の分類



り、その競争力を低下させ、経済全体の「非効率」

を生むのか？　この根拠であれば、あまりに狭く

かつ短視眼的な視点からの議論と思われる。なぜ

なら、社会の目標は、経済市場の効率だけでなく、

経済成長と環境のバランスを図り、社会的厚生す

なわち国民のＱＯＬ（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ）を向上せしめ

ることにあるからである。

�自動車関連税グリーン化の導入によるＣＯ２削減に

よる社会的厚生の増分よりも、それによる経済的

損失の方が大きい可能性があるとする意見もある。

しかし、温暖化は、負の効果が如何ほどかが計り

知れない問題であることから、それが人類にとっ

て最優先で回避すべき制約条件であると考えられ

るべき問題である。こうした場合に、厚生の増分

と経済損失を加え合わせて判断してよいのか？

�製造業等の他産業は、オイルショック以降急速に

省エネルギー化に成功し、産業部門がＣＯ２排出量

を大幅に削減した事実がある。これは、一般環境

税に拠ったのでなく、部門別の規制や価格競争に

拠ったものである。一体、いつの時点を基準にし

て、部門間の不公平を規定するのか？

�運輸部門からの排出量は、明らかに他部門に比べ

て増加率が伸びている。対策を先送りすることに

よって、外部不経済を助長し、市場をゆがませ、

社会的厚生を損なう可能性の方が大きいのではな

いか？

�炭素税の実際の徴税はガソリン等燃料価格に上乗

せされる形となり、炭素税は自動車交通市場から

みれば、単に利用段階の課税となる。後述の計量

分析においても示すように、自動車市場において

は、課税総額は同じであっても、自動車の取得段

階、保有段階、利用段階の課税バランスによって、

ＣＯ２排出量削減効果が大きく異なってくる。した

がって、自動車税（保有段階への課税）と炭素税

（利用段階への課税）による削減効果の違いの検

討が重要である。

　３．自動車交通関連税のグリーン化の背景：

　　　欧米日の取り組みの歴史

　化学的大気汚染による健康被害を中心とする交通

公害問題が顕在化してきたのは、モータリゼーショ

ンの急速な進展があって以降のことであり、欧州、

アメリカでは１９６０年代、日本では７０年代、ＡＳＥＡＮ

諸国等の中進国では８０年代、発展途上国では９０年代

以降に著しい。これに呼応して、各地域で政策が打

たれてきた。

　３－１　欧州

　欧州における６０年代以降の大きなうねりは、６０～

７０年代にドイツ、イギリス等で都心衰退対策として

のトランジットモール７）、８０年代におけるＥＣの自

動車の排気ガスによる格付け、９０年代における鉄道

復権、ＥＵ戦略交通ネットワーク、Ａｌｐ Ｔｒａｎｓｉｔ（ス

イスアルプスに長大トンネルを抜いて、スイスを南

北に通過する外国のトラック等自動車をカートレイ

ンに乗せる計画）などの流れとして捉えられよう８）-。

　欧州での６０年代のエポックメーキングな出来事と

して、イギリスにおけるブキャナンレポート（１９６３）

とドイツにおけるレーバープラン（１９６７）が挙げら

れる。いずれも都市中心部における自動車交通の急

激な増大に対する回答として出されたものである。

ブキャナンレポートは、Ｃｏｌｉｎ Ｂｕｃｈａｎａｎ委員会に

より、　大都市における道路整備は誘発需要の喚起

のために整備前と同様あるいはそれ以上の混雑を引

き起こしてしまうことから、ロンドンでは新たな道

路整備を抑制することを答申したものである。

　一方、レーバープランは、自動車の混雑が中心市

街地へのアクセスを阻害したために衰退を招いたと

の認識から、都心部をトランジットモール化して自

動車を締め出し、その代わりに公共交通の整備に重

点を置く都心再生策として登場したもので、鉱油税

を都市公共交通整備目的で増徴し財源として投入し

た。時の連邦交通大臣Ｇｅｏｒｇ Ｌｅｂｅｒのリーダーシッ

プにより提唱されたことから、レーバープランと呼

ばれた。以上二つの政策は、明示的には大気汚染や

地球温暖化の防止を目的としていないが、後の環境

対策と大いに関連してくる。

　８０年代には、エンジンからの汚染物質排気によっ

て自動車を区分した。これは、ＥＣ（ＥＵの前身）の

統一格付けであり、ＮＯX、ＣＯ、ＨＣを取り除く

Ｃａｔａｌｙｔｉｃ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ（三元触媒）の取り付け如何に

よるものである。ドイツでは、この格付けに応じて

自動車税の差別化が図られた９）。また、８０年代に

はアウトバーンの建設計画が局地的環境影響への懸

念からいくつも中止に追い込まれるようになった。

　９０年代になると、こうした８０年代の風潮の変化を

受けて、ＥＣ全体の戦略交通ネットワーク構想が提

出され、欧州が戦後一貫してとってきた高速道路と

航空へシフトした地域間交通ネットワークを、鉄道

中心に戻す戦略が採られるようになった。１９９０年か

ら２０１０年を目標としたＴＥＮ（Ｔｒａｎｓ-Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｎｅｔ-
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ｗｏｒｋ）構想が立てられ、現在ＥＵおよびＥｕｒｏｐｅａｎ 

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎにおいて、関連した各種の研究調査プ

ロジェクトが実施され、また実際に高速鉄道走行用

のバイパス新線建設、終端駅のスルー化および空港

連絡線と空港駅の整備などを進め、鉄道へのシフト

を推進しつつある。

　税の環境シフトの例としてドイツの鉱油税を取り

上げると、以下のような変化が見られた。レーバー

プランに基づき、１９６７～１９７１年までは、鉱油税増徴

分のガソリン１�あたり３ペニヒが市町村道路と近

距離旅客公共交通の整備に６０：４０の割合で配分され

た。その後、税率および配分比率は変更されてきて

いる。１９８８年には配分比率５０：５０となり、州の判断

で道路財源から公共交通へまわすことのできる額は

３０％になった。自治体交通財政援助法（ＧＶＦＧ ： 

Ｇｅｍｅｉｎｄｅｒｖｅｒｋｅｈｒｓｆｉｎａｎｚｉｅｒｕｎｇｓｇｅｓｅｔｚ）と地域化

法（Ｒｅｇｉｏｎａｌｉｓｉｅｒｕｎｇｓｇｅｓｅｔｚ）の国家予算はTable 1

のようになっている。１９９６年の財政援助総額１４．９百

万マルクは、現在の為替レート（１マルク＝６０円程

度）で約９千億円におよび、これは同年のわが国運

輸省による鉄軌道補助総額のおよそ９倍に相当する。

　一方、ドイツの自動車交通関連税としては、現在、

登録税として１台３４マルク、また自動車税として、

エンジン排気量１００ｃｃあたり２１．６マルクを排気量に

比例して徴収している。

　次に、イギリスにおいては、ブレア政権に交代後

の１９９８年に、新交通政策（Ａ Ｎｅｗ Ｄｅａｌ ｆｏｒ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ 

 ： Ｂｅｔｔｅｒ ｆｏｒ Ｅｖｅｒｙｏｎｅ）が策定され、燃料税を毎年

実質０．６％（インフレ率に対する上乗せ分）増税し

ている。この政策の特徴は、次のようであると読み

取れる１０）。

ａ） 新しい道路インフラの建設による容量増加は、誘

発需要によって打ち消される。そのため自動車需

要予測に合わせて道路インフラを供給するという

従来の考え方を１８０度改め、既に供給されている

道路インフラを最有効利用し、それに合わせて需

要を抑制する方向へと大方針転換する。

ｂ） 自動車交通需要を公共交通へ転換するための具体

的手段として、自治体の裁量によるロードプライ

シングと商業施設駐車場課税の権限を与える。こ

の歳入を公共交通整備財源として用いる計画が進

行している。

ｃ）環境負荷削減のために、政府、消費者、企業の三

者全てが行動を起こすよう要請している。企業に

関しては、カープーリングの実施に対してそのシ

ステムづくりの費用を補助する制度等も設けた。

　この政策は、１９６３年のブキャナンレポートと同じ

哲学の延長上にあるが、具体的手段を与えている点

が異なると言えよう。

　３－２　アメリカ

　アメリカの交通起源の環境影響に対する大きな動

きは、１９７０年の大気浄化法制定とそれに基づく国家

大気質基準の設定、１９７０年のマスキー法提案、１９９０

年大気浄化法改正法、１９９６年のＺＥＶ販売シェア義務

づけである。

　アメリカ・カリフォルニア州は、世界でも最も早

くにモータリゼーションが進展した地域の一つで、

６０年代には既に著しい大気汚染に見舞われることと

なった。１９７０年の大気浄化法（ＣＡＡ ： Ｃｌｅａｎ Ａｉｒ 

Ａｃｔ）制定に基づいて設定された国家大気質基準

（ＮＡＡＱＳ ： Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｍｂｉｅｎｔ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｓｔａｎｄａｒｄ）は、

世界で最も厳しい基準となった１１）。

　同年に、カリフォルニア州大気資源委員会

（ＣＡＲＢ ： Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ａｉｒ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｂｏａｒｄ）によって、

いわゆるマスキー法が制定されようとした。内容は、

７０年型自動車の排出率を基準としてＣＯとＨＣを１９７５

年までに、ＮＯＸを１９７６年までにそれぞれ９０％減少さ

せるというもので、これを達成できない自動車は販

売禁止というものである。１９７４年には廃案になった

が、マスキー法制定の動きは、世界の自動車メーカ

ーに対して自動車開発の方向性を転換させたエポッ

クメイキングな出来事であった。

　１９９０年に、オゾンの基準不適合地域（シカゴなど）

に対して厳しい条件を含む大気浄化法改正法

（ＣＡＡＡ ： Ｃｌｅａｎ Ａｉｒ Ａｃｔ Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ）が制定され

た。これは、とりわけＶＯＣ（Ｖｏｌａｔｉｌｅ Ｏｒｇａｎｉｃ 

Ｃｏｍｐｏｕｎｄ；揮発性有機化合物）削減を目論んだも

Ｊｕｎｅ，２００１ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．３ （　）９
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Table 1　ＧＶＦＧ、地域化法による公共交通への財政援助額
　　　　（単位：百万マルク）

１９９６
１９９３～

１９９５
１９９２

３，２８０３，２８０３，２８０ＧＶＦＧへの
特定財源鉱油税

３，０００３，０００１，５００ＧＶＦＧへの
追加財源一般財源

－－１，４００地方道路建設費
旧東独統合による
特別予算

－－４００近距離旅客
公共交通

８，７００－－地域化法への
特定財源鉱油税

１４，９８０６，２８０６，５８０合　　　計



のであった。

　ＣＡＲＢは、１９９６年３月に、２００３年からカリフォル

ニア州で販売する新車の１０％を無排気ガス車

（ＺＥＶ ： Ｚｅｒｏ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｖｅｈｉｃｌｅ）とすることの義務

づけ（Ｚｅｒｏ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｍａｎｄａｔｅ）を決定した。この

義務づけは、決定の数年前より議論されており、こ

れが日本等の自動車メーカーによるハイブリッド車

等、低公害車（ＬＥＶ ： Ｌｏｗ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ Ｖｅｈｉｃｌｅ）の開

発と販売へのインセンティブを与えたと考えられる。

さらにその結果、ＬＥＶがＺＥＶよりも先に量販され

る見通しになったことなどから、ＬＥＶの販売台数

もＬＥＶ３台がＺＥＶ１台と等価とするなど、ＺＥＶの

販売台数に換算してカウントする、排出率に応じた

よりフレキシブルな制度に修正された。

　３－３　日本

　わが国の大気汚染は、１９６０年代に産業起源の問題

が先に顕在化し、その解決も優先されたといえる。

そのため、自動車起源の汚染については、対応が遅

れた。１９６８年に大気汚染防止法が制定されたが、５

年遅れて１９７３年に自動車排出ガス規制が制定された。

同年には、大気汚染に関わる環境基準も制定された。

　わが国の自動車起源大気汚染の改善にとってのき

わめて大きな出来事は、１９７５年、１９７６年の自動車排

出ガス規制で、これは日本版マスキー法とも呼ばれ、

１９７１年に比べて１９８０年には、全国の自動車保有台数

が１，８９２万台から３，７３３万台に大幅に増加したにも拘

わらず、たとえばＣＯ濃度は全国の自排局平均で６．０

ｐｐｍから３．０ｐｐｍに低減するという、大きな成果を

上げた。

　しかし、１９７８年にＮＯＸの環境基準が０．０２ｐｐｍから

０．０６ｐｐｍに緩和されるなど、７０年代末から８０年代に

かけては、後退期であった。その結果、ＮＯＸなど汚

染状況は、８０年代以降ほとんど改善されていない。

この間に、兵庫県尼崎市で国道４３号線敷地内への阪

神高速道路建設の差し止め仮処分申請（後に訴訟）

が提出されるなど、各地で道路交通起源の大気汚染

問題が顕在化した。しかし、８０年代においては、沿

道地区計画など沿道整備以外には、施策として大き

な進展はなかった。

　９０年代後半に入って、国道４３号線西淀川の判決

（１９９５年７月）と和解（１９９８年７月）、川崎公害訴訟の

判決（１９９８年８月）と和解（１９９９年５月）、国道４３号線

尼崎の判決（２０００年１月）と和解（２０００年１２月）などに

より、国の責任が確定し、高速道路のルートによる

ロードプライシング導入など、具体的な方策が検討

提案されるに至っている。

　自動車交通関連税のグリーン化については、２－

２で述べた経緯を経て、２００１年４月より、従来から

実施されている自動車取得税の低燃費車優遇に加え

て、自動車税のグリーン化が実施となった。この内

容は、軽課と重課とがバランスする税制中立を基本

として、環境負荷の小さい自動車（平成１３年度税制

では、環境自動車と呼んでいる）への軽課と、環境

負荷の大きい高車齢の自動車への重課を組み合わせ

たものである。また、地球温暖化防止のみならず、

ディーゼル車への自動車税の重課軽課をＮＯＸ法特定

地域外にも低率ながら適用している。２００１年１月に

不採用になった案との違いは、燃費に比例した明示

的な自動車税率の設定を止め、平成１２年規制値を大

きく下回る低公害車や２０１０年新燃費基準（トップラ

ンナー方式）を既に達成している低燃費の新車への

自動車税の軽減のみに限定するとともに、重課を車

齢１１年超のディーゼル車と１３年超のガソリン車に限

定した点で、これにより自動車業界や政治的な反発

が弱まったため、政府税制調査会を通ったとも考え

られる。基準が弱められたとはいえ、自動車税のグ

リーン化が実施される運びとなった事実は、わが国

にとって、環境負荷の低下への寄与とともに、国際

的な責任を果たす意味においてきわめて大きい。

　３－４　欧米の政策がわが国の政策変化にもたら

す意義

　イギリスのブキャナンレポートは、潜在的需要の

きわめて大きい都市部においては、道路インフラの

拡充を行っても誘発需要のために元の木阿弥になっ

てしまうことを、４０年近くも前に指摘したことに大

きな意義を持つ。ブレア政権の新交通政策もその伝

統を受け継ぐものであり、自動車税のグリーン化に

よる低燃費車へのシフトではなく、インフラの供給

を制限するとともに自動車利用総需要の抑制を前面

に打ち出している点が、ドイツや日本と異なる点で

ある。ただし、３－１で述べたように、燃料税につ

いては毎年、インフレ率に応じて増徴している。

　ドイツにおいては、１９６７年より鉱油税の公共交通

整備への増徴繰り入れが行われた。これにより交通

政策は、経済ボトルネックの原因解消や環境負荷削

減といった社会全体の目標の下に、モード別でなく、

いわゆる総合交通政策として策定実施されるように

なった。これに対して、わが国では、７０年代におけ

る総合交通体系論やイコールフッティング論に基づ

く総合交通課税構想が提案されたが、未だ実現して
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いない。これは、この構想が、自動車関連税から余

りに多額を鉄道へ繰り入れる内容であったために、

妥協点が見出せなかったのも大きな要因であったと

も言える。

　カリフォルニア州の販売規制は、日本をはじめと

する先進国の自動車メーカーに対して環境対応型エ

ンジンを開発する強いインセンティブを与えたこと

は事実であり、大きな重みを持つ。さらに、自動車

メーカーによる低燃費車の開発と普及は、わが国を

はじめ世界各国において自動車交通関連税のグリー

ン化を導入した場合に、消費者や企業が買い替える

べき選択肢としての低排気ガス車が市場に出回るこ

とであり、インセンティブが現実のものとして担保

されたことをも意味する。

　４．効果検討モデルと試算例

　以上のように見てきた自動車交通関連税のグリー

ン化の議論が、これまでの日本国民の経済行動の実

態に照らして妥当かどうかを検討してみる。これに

は、筆者らが開発した自動車関連税の温暖化ガス排

出削減効果の計量シミュレーションモデル１１）を用

いる。このモデルは、Fig.2に示すような全体構成

になっている。自動車交通関連税のグリーン化には、

ａ）自動車取得税、ｂ）自動車税・軽自動車税、ｃ）ガソ

リン税・軽油引取税の、いずれを強化するかによっ

て、ａ）取得、ｂ）保有、ｃ）利用各段階の費用の重み

が変化し、その結果、ａ）自動車の買い控え、ｂ）低

燃費車への買い替え促進、ｃ）自動車利用の抑制、な

どのそれぞれ異なった、場合によっては相反する効

果が期待される。

　このモデルは、こうした自動車交通関連税のグリ

ーン化を、取得、保有、利用の各段階ごとに区別し

て費用の変化を捉え、各々がもたらす経済的インセ

ンティブが、日本国内に存在し走行する自動車の車

格・車齢別台数（コホート）を変化させ、それに応

じて燃料使用量が増減するメカニズムをシミュレー

トする。燃料税強化に伴う燃料価格の変化は、年平

均走行距離を変化させ、走行に伴うＣＯ２排出量を変

化させる。車格別新車台数、廃車台数、存続台数よ

り、製造、廃車、走行に伴うライフサイクルに伴う

ＣＯ２排出量が求められる。また、車格別新車台数か

ら取得税収、モデルから得られる将来時点の車格別

コーホートおよび各車種の燃費により自動車税収、

燃料税収が求められるようになっている。

　ここで、政策（１）自動車税の排気量累進化（１，５００

ｃｃ以上の税率をそれ以下のクラスの２倍化）した場

Ｊｕｎｅ，２００１ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２６，Ｎｏ．３ （　）１１
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Fig.2　自動車交通関連税グリーン化の効果検討モデルの全体構成



合と、政策（２）保有税の累進化と燃料税の引き上げ

（年率２％上昇させていく）を同時に実施した場合、

の二つの政策についてシミュレーションを行う。

　政策（１）では、Fig.3に示されるように、累進化対

象となる２，０００㏄以下と２，０００㏄超のクラスのシェア

が減り、その直ぐ下の１，５００㏄以下のクラスへ買い

替えが進む効果が顕著である（Fig.3-a）。これによ

り、２０１０年には、現行税制を継続した場合に比べて、

約２０％のＣＯ２の減少が見込まれる（Fig.3-b）。総税

収は、保有税の累進化により増税されるクラスから

の増収により一時的に増加するが、累進税率導入後

しばらくすると、低税額の車種への買い替え行動に

よって経年的に低下していく（Fig. 3-c）。

　そこで、次にTable 2に示すような政策（２）を実施

してみると、Fig.4に示すように、現行税制を継続

した場合と比べて３０％のＣＯ２削減効果が認められる

（Fig.4-b）。また、２０年後には７５％の税収増が見込

まれる（Fig.4-c） 。これは、主として燃料税を毎年２ 

％ずつ引き上げたことに起因していると考えられる。

　環境税は、実際には燃料税の上乗せとして徴収さ

れると考えられるため、この効果計量シミュレーシ

ョンモデル分析からも分かるように、燃料税強化と
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Table 2　検討した取得・保有・利用税の税率組合せ
　　　　（政策（２））

年増加率２，０００㏄
超

２，０００㏄
以下

１，５００㏄
以下

１，０００㏄
以下

０％２．９５倍２．４７倍１．０倍０．５倍取得税

２％１．４倍１．２倍０．７倍０．５倍保有税

２％１．０２倍燃料価格
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Fig.3　１，５００㏄超の保有税率を２倍とした場合の将来予測結果
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Fig.4　新しい税率組合せを実施した場合の将来予測結果



同じ意味を持つのである。政策（２）では、年々２％

ずつ増加させた額が環境税であると考えれば良い。

　このシミュレーション結果は、燃料税を引き上げ

るだけではなく、自動車税の累進化を併用すること

によって、走行抑制のみでなく、保有される車種・

車齢のコーホートの構成を変化せしめる効果が現れ

ることを示している。すなわち、低燃費車への買い

替えにより自動車保有構造を変化せしめ、長期的に

排出量を抑制する効果が得られるのである。

　５．まとめ

　自動車交通関連税のグリーン化は、欧州各国をは

じめとして、地球温暖化対策の最重要手段として検

討され、導入が図られつつある。ＯＥＣＤ各国の取り

組みの中で、アメリカ、日本の取り組みの遅れが目

立ち始めており国際的に孤立しかねない状況に立た

されいたことが、筆者の出席してきたＯＥＣＤのＥＳＴ

プロジェクト会合などで強く感じられた３）。

　ここに示したように、既に実際の交通市場スケー

ルでの計量分析も可能である。また、地球温暖化対

策は、国際的な信用問題に関わるものであり、一般

的な環境税導入との関係が一刻も早く整理され、い

たずらに結論を先送りすることなく、できるところ

から実施していく姿勢が必要であると思われた。

２００１年４月からの自動車税のグリーン化の実施は、

内容的には弱体化したものの、こうした状況下で重

要な前進を示したものであり、国際的信用の失墜を

辛うじて回避させたといってもよい。

　今日では、先進国以上に途上国での自動車台数が

増加しており、中国などでも排気ガスに対する厳し

い規制が導入されつつある。環境対応ではトップラ

ンナーである自動車産業を擁するわが国は、２００１年

４月の実施を第一歩として、燃費比例の自動車税率

差別化やディーゼル車への適用の強化を早期に踏み

切るべきである。産業の競争力向上からに見ても必

要なことは、１９７０年規制の導入の成果を振り返れば

明らかである。二番目でなく、世界の先頭を切って

自動車交通関連税制のグリーン化を推進し、環境負

荷の低い総合交通体系の範を示すことが、世界の信

頼を得るためにも重要である。
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